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①維持管理業務における状況



維持修繕工事の受注者数

○H25-R4の競争参加資格審査における維持修繕工事の登録者数と維持修繕の工種で発注
された工事件数に大きな変化は見られない。

R3・R4H31・R2H29・30H27・28H25・26工事競争参加資
格者名簿

14,648※116,94615,12115,83916,440登録企業数

1,097※23,3003,5243,3643,762工事件数
（維持修繕工事）

表 直轄工事（維持修繕工事）の登録企業数と工事契約件数の推移

※１）工種「維持工事」が集計対象（Ｒ３から橋梁補修工が追加）
維持修繕工事と橋梁補修工事の両方に登録している業者が14,296社、橋梁補修工事のみに登録している業者が352社（14,296＋352＝14,648社）

※２）令和３・４年度については、工事実施中のものは含まない。

出典）工事件数は「工事実績情報システム（コリンズ）」より
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維持工事・一般土木の契約金額

○維持工事（通年）は、一般土木よりも工事１件当たりの契約金額が小さい傾向。

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和４年度に契約した工事（港湾・空港関係除く）を対象

維持管理工事（通年）：通年工期で発注される維持工事（河川維持、道路維持、道路照明維持）
工事種別、工事名より分類 3
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国土交通省直轄工事の入札契約方式の適用状況

○ 国土交通省直轄工事では、９割以上において一般競争入札を適用
○ 工種「維持修繕」においても、９割において一般競争入札を適用

令和４年度
契約方式別契約状況 （件数）

令和４年度 工種「維持修繕」
契約方式別契約状況 （件数）

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和4年度に契約した工事（港湾・空港関係除く）を対象
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指名競争入札の適用状況（Ｒ４）

指名競争入札の適用件数は２６１件（全体の３．５％）
維持修繕工事を含め、指名競争の適用は増加傾向。

指名競争入札の適用状況（令和４年度）

赤字：土木系の工種

青字：土木系以外の工種

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和4年度に契約した工事（港湾・空港関係除く）を対象

率（％）件数工種

災害時等災害時等全体

７１．４１５２１一般土木

０．００３維持修繕

５０．０１２法面処理

０．００１塗装

０．００３５土木系以外

５９．３１６２７土木系

合
計

０．００３５土木系以外

２５．８１６６２全体

指名競争入札の適用状況（平成３０年度）

（造園、建築、電気設備、暖冷房衛生設備、
機械設備、通信設備、受変電設備）

率（％）

全体 災害時等 災害時等

62 2 3.2
40 0 0.0
23 0 0.0
1 0 0.0
6 0 0.0
5 0 0.0
19 0 0.0
105 0 0.0

土木系 156 2 1.3
土木系以 105 0 0.0
全体 261 2 0.8

工種
件数

維持修繕
一般土木

アスファルト舗装

法面処理

橋梁補修工事

土木系以外

合計

鋼橋上部工事

ＰＣ
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随意契約の適用状況（Ｒ４）

随意契約の適用件数は２０２件（全体の２．７％）
H30は災害が多発したこともあり、災害対応を含めた随意契約件数は減少。

随意契約の適用状況（令和４年度）

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和4年度に契約した工事（港湾・空港関係除く）を対象

率（％）件数工種

災害時等災害時等全体

９２．５２３６２５５維持修繕

８９．０６５７３一般土木

１００．０１１法面処理

０．００１鋼橋上部

３．１５１６２土木系以外

９１．５３０２３３０土木系

合計 ３．１５１６２土木系以外

６２．４３０７４９２全体

随意契約の適用状況（平成３０年度）

赤字：土木系の工種

青字：土木系以外の工種
（造園、建築、電気設備、暖冷房衛生設備、
プレハブ建築、機械設備、通信設備、
受変電設備工事）

率（％）

全体 災害時等 災害時等

56 24 42.9
(除雪１１)

36 13 36.1
8 0 0.0
1 1 100.0
4 0 0.0
2 0 0.0
2 0 0.0
3 1 33.3
90 0 0.0

土木系 112 39 34.8
土木系以外 90 0 0.0
全体 202 39 19.3

土木系以外

合計

工種
件数

維持修繕

一般土木

アスファルト舗装

法面処理

鋼橋上部

橋梁修繕

プレストレスト・コンクリ-ト

塗装工事



維持修繕工事の応札状況

○維持修繕工事での一者応札の発生率は、一般土木の工事に比べて高い傾向がある。
○複数者が応札している維持工事（通年）の平均参加者数は、全工種の工事での平均参加者数に比べて少
ない。（維持工事（通年） ：2.0者、全工事：5.3者）

○一者応札の工事の中には、5年以上にわたり同じ主任技術者が対応している例もある。
⇒地域に精通した者が長期に担当することで、地域特性を踏まえた緻密な対応が行えている可能性もある。

○維持修繕工事の一者応札の割合

○通年維持工事と全工種の工事での比較

○H26～R4のA堤防維持工事の例

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和3年度に契約
した工事（港湾・空港関係除く）を対象

年度 受注者 工期 主任技術者等 現場代理人
H26 B建設(株) H26.4.1～H27.3.31 C氏 同左
H27 B建設(株) H27.4.1～H28.3.31 C氏 同左
H28 B建設(株) H28.4.1～H29.3.31 C氏 同左
H29 B建設(株) H29.4.1～H30.3.31 C氏 同左
H30 B建設(株) H30.4.1～H31.3.31 C氏 同左
H31(R1) B建設(株) H31.4.1～R2.3.31 C氏 同左
R2 B建設(株) R2.4.1～R3.3.31 C氏 同左

R3-R4 B建設(株) R3.4.1～R5.3.31 C氏 同左 7

合計 割合
1者応札 518 57.2%
複数者応札 387 42.8%
1者応札 199 91.7%
複数者応札 18 8.3%
1者応札 97 26.8%
複数者応札 265 73.2%
1者応札 417 12.7%
複数者応札 2,866 87.3%

維持工事（通年）

維持系工事

修繕系工事

一般土木



一般土木、維持修繕、維持工事の応札状況の推移

※維持工事は契約データより工事件名等から抽出分類

平均 7.1者

平均 3.0者

平均 2.5者

8

○Ｈ２９，R４の応札状況を比較すると、工種「一般土木」に比べて工種「維持修繕」は応札者が少ない傾向。
○通年の日常管理を目的とした維持工事は、工種「維持修繕」の中でも応札者がより少ない傾向が続いている。

平均 5.30者

平均 2.2者

平均 2.0者



維持工事・修繕工事の応札状況

※8地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が令和４年度に契約した工事（港湾・空港関係除く）を対象

○維持工事（特に通年の工事）は一者応札が多い一方、不調・不落は少ない。
○修繕工事は、維持工事よりも一者応札が少ない一方、不調・不落が多い。
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維持管理における入札契約に関する状況



維持管理工事の多様な入札契約方式の試行

○災害対応については、ガイドラインに基づく対応を原則としつつ、事例編に災害時の対応結果を蓄積。
〇維持修繕については、下記８類型の入札契約方式を試行。

【制度概要】工事完了後も一定期間、受注者の責任において、対象施設の品質規定を設定

【利用ケース】アスファルト舗装工事、（トンネル覆工工事への適用拡大）等

【利用上の注意】受注者がコントロールできる責任範囲を設定

①長期性能保証

【制度概要】性能（ポットホール有無、わだち掘れ量等のサービス水準を設定）に基づき契約

【利用ケース】道路維持工事（関東地方整備局、中国地方整備局）

【利用上の注意】最終的な責任は管理者にあり、受注者の管理状況の把握が必要

②性能規定発注方式

【制度概要】仕様や前提条件を確定できない修繕工事で施工者が設計段階から関与する方式

【利用ケース】淀川大橋床版取換他工事、犀川大橋橋梁補修工事、36国道８号金沢河川国道舗装修
繕工事（予定）、37長岡国道管内舗装修繕工事（予定） 等

【利用上の注意】難易度が高くない工事では手続負担が大きい

③修繕ECI

【制度概要】詳細（修正）設計段階から施工者が関与する方式

【利用ケース】大河津分水路左右岸堤防強化工事（北陸地方整備局）

【利用上の注意】難易度が高くない工事に適用、施工者が関与する詳細（修正）設計の範囲の明確化

④設計工事連携型

【制度概要】地域の建設業者が継続的な実施体制を確保するために結成される建設共同企業体

【利用ケース】河川維持工事等

【利用上の注意】参加意思のあるすべての企業がＪＶ構成員とは限らない

⑤地域維持型JV

【制度概要】協同して事業を行うことにより、中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図る

【利用ケース】河川維持工事等

【利用上の注意】参加意思のあるすべての企業が組合構成員とは限らない

⑥事業協同組合型

【制度概要】特殊技術等を要する工事で、契約予定者以外の参加者がない場合、契約予定者と随契

【利用ケース】除雪作業・路面清掃作業（中部地方整備局）

【利用上の注意】災害対応、特殊な技術、設備等を要する工事に適用

⑦参加者確認型契約

【制度概要】公募により選定した複数の企業に対して、個別の工事又は業務の発注

【利用ケース】令和元年東日本台風からの復旧工事（関東地方整備局）、三隅・益田道路、

高津川ブロック維持修繕工事（中国地方整備局）等

【利用上の注意】特定の企業グルーブが一定期間の工事を継続受注することによる透明性の確保

⑧フレームワーク方式

企
業
連
携

手
続
き
の
簡
素
化

性
能
保
証

設
計
・
仕
様
へ
の
関
与
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各入札契約方式の課題
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課題方式

• 施工者に過度の負担を求めない範囲での保証期間及び指標値の設定
• 保証基準について、施工者の責によらない免責事項の明確化①長期性能保証

• 受注者の創意工夫とコスト縮減が次期工事を廉価化
• 創意工夫の余地の小ささ
• サービス水準指標の妥当性
• 管理者と受注者の責任分担

②性能規定方式

• 受発注者双方にとって不慣れな手続きの負担が大きい
• 予算の確保及び金額の妥当性についての確認が難しい③ECI（技術提案・交渉方式）

• 対外調整に不測の日数を要した場合、詳細設計完了が遅れ、工事着手に影響
• 設計協議の打合せが多くなり、受注者の負担が大きい④設計工事連携型

• 1～2年間の契約や小規模な補修に限定され、技術的工夫の余地が大きくない
• 受注するJV、組合以外からの参加が難しくなる
• 発注者は代表企業とのやりとりが中心となり、個々の構成員との関係が薄れる

⑤地域維持型JV
⑥事業協同組合

• 契約予定者以外の参加表明があった場合、一般競争に移行するため、改めて公告するこ
とで契約までの期間が長くなる

• 契約予定者の受注意思がなくなった場合、一般競争手続きが必要。不調・不落となる可能
性が高い。

⑦参加者確認型契約

• 特定の企業が一定期間の工事を継続的に受注することによる透明性の確保
• 長期受注見通しによる動機づけには、期間長期化、発注規模・件数の拡大が必要
• 維持工事では一者応札が多く、属人的な経験によるところが多いため、複数企業での新た
なフレームワークを組みづらい

• 修繕工事では、参加企業のミスマッチングを改善するため、管理施設の点検結果の評価
や対策優先順位の検討等の精度向上が必要

⑧フレームワーク方式



実施状況総括表（R３年度発注工事）

地方整備局等別の実施状況
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沖縄九州四国中国近畿中部北陸関東東北北海道方式

なし12件なしなし14件なし11件6件24件1件①長期性能保
証

なしなしなしなしなしなしなし3件なしなし②性能規定方
式

なし1件4件なしなし1件7件なし1件1件③ECI（技術提
案・交渉方式）

なしなしなしなしなしなし７件なしなしなし④設計工事連
携型

なし3件なし1件4件なしなしなし1件1件⑤地域維持型
JV

なしなし1件なし2件なしなし1件なし1件⑥事業協同組
合

なし21件なし９件なし29件なし35件なしなし⑦参加者確認
型随契

なし16件
（3ﾌﾚｰﾑ）

なし８件
（２ﾌﾚｰﾑ）

なしなし４件
（１ﾌﾚｰﾑ）

56件
（16ﾌﾚｰ
ﾑ）

なしなし⑧フレーム
ワーク方式

※①長期性能保証、②性能規定方式については、維持・修繕工事を抽出



技術提案・交渉方式の適用事例（地方整備局等別）
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九州地方整備局

二重峠トンネル（阿蘇工区）工事2

二重峠トンネル（大津工区）工事3

隈上川長野伏せ越し改築工事9

東西道路シールドトンネル（下り線）新設工事11

千歳橋補修工事13

枝光排水機場増設工事14

県道真竹橋架替外工事15

天大橋補修工事19

牛津川山崎排水機場外改築工事24

中国地方整備局

大樋橋西高架橋工事5

呉駅交通ターミナル整備工事31

中部地方整備局

清水立体八坂高架橋工事6

設楽ダム瀬戸設楽線トンネル工事18

新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事23

近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事32

西知多道路長浦跨線橋鋼上部工事33

北陸地方整備局

犀川大橋橋梁補修工事4

大石西山排水トンネル立坑他工事16

新潟大橋耐震補強工事17

横山沢上流砂防堰堤工事21

妙高大橋上部工撤去工事22

大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事25

府屋大橋耐震補強工事30

国道8号金沢河川国道舗装修繕工事36

長岡国道管内舗装修繕工事37

618
17

10
20

11
19

13

23

4

21

22

5

16

14

15
9

12

23

24

25

26
8

28

北海道開発局

三笠ぽんべつダム堤体建設第1期工事27

27

29

四国地方整備局

高知橋耐震補強外工事10

行川本川堰堤工事20

野村ダム施設改良工事26

山鳥坂ダムトンネル工事29

30

31
3233

34

関東地方整備局

中川大橋耐震補強他工事35

毛長堀橋耐震補強他工事38

35

橋梁維持修繕工事（耐震補強・解体等含む）

東北地方整備局

新飯野川橋補修工事12

国土交通省直轄の38工事に適用（令和6年3月末）
沖縄を除く全地整で適用
維持修繕工事（耐震補強・解体等含む）は 14件

近畿地方整備局

淀川大橋床版取替他工事1

城山トンネル工事7

赤谷３号砂防堰堤工事8

大和北道路八条地区橋梁工事28

新安曇川大橋耐震補強工事34

38

36

1737

舗装修繕工事

R６.６．２５ システム部会資料
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1

10

100

1000

公告時期

橋梁新設 橋梁補修 トンネル 砂防新設 河川新設 河川改良 ターミナル 橋脚補修

大樋橋西高架

犀川大橋

淀川大橋

二重峠トンネル

清水立体

城山トンネル

赤谷3号

砂防堰堤

長野
伏せ越し

高知橋

東西道路

トンネル

新飯野川橋

千歳橋

枝光
排水機場

真竹橋

大石西山
排水トンネル 新潟大橋

天大橋

瀬戸設楽線

トンネル

横山沢上流

砂防堰堤

妙高大橋

新丸山ダム
常用洪水吐

牛津川山崎
排水機場

大町ダム

土砂輸送トンネル

ぽんべつダム

大和北八条橋梁

山鳥坂ダム

トンネル

野村ダム改良

府屋大橋

新安曇川大橋

中川大橋

呉駅

四日市駅

西知多長浦

毛長堀橋
耐震補強

行川本線

砂防堰堤

手続簡素化・改善 技術協力具体化 発注者・設計者・施工者の情報・知識・経験を融合させる取組増
H27.6 H29.12 R2.1

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改正① ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改正② 規模に関係なく適用数が増加
ダム・交通結節点事業でも適用開始

技術提案・交渉方式の適用事例(金額、時系列整理）

契
約
額
【
億
円
】
（
未
契
約
工
事
（
○
囲
み
）
は
参
考
額
）

※国道8号金沢河川国道舗装修繕工事、及び長岡国道管内舗装修繕工事の参考額は未公表 15

R６.６．２５ システム部会資料



橋梁修繕工事における技術提案・交渉方式の適用事例

16

〇関東地方整備局、近畿地方整備局の分任官発注にて橋梁修繕工事に技術提案・交渉方式（技術協力・施工タ
イプ）を適用。

〇技術提案・交渉方式適用工事の中では比較的金額規模の小さい橋梁修繕工事でも施工の制約条件等が厳し
い工事においては技術提案・交渉方式の活用が進んでいる。

■参考額：３億円程度（税込み）

■工事の課題

☑河川内で上空制限があり、施工時水位も高く、かつ施工箇所が
住宅街で非常に狭隘な作業ヤードのなかで橋脚耐震補強工事・
橋梁補修工事を行う必要があり、橋脚耐震補強工事は非出水
期（11月～5月）に河川内作業を完了させる必要がある。

■技術提案テーマ
１）技術協力業務の実施に関する提案【30点】
２）施工期間に制約を受ける河川内の耐震補強において有効と思
われる仮締切などの仮設工法の提案（施工方法を含む） 【40点】
３）狭隘な施工ヤードかつ上空制限がある施工箇所における施工
時の安全の確保に有効な対策の提案【40点】

■参考額：２～３億円程度（税込み）

■工事の課題

☑施工するためには制約条件（出水期の施工制限、施工空
間狭隘、現地盤が硬質地盤（N値50程度）、河川環境ヘの
配慮）を受ける河川内の耐震補強において、工期短縮に有
効と思われる土留工などの仮設工法（施工計画含む）の検
討やリスクを想定した現場管理手法の検討が必要

■技術提案テーマ
１） 技術協力業務の実施に関する提案【20点】
２）施工期間の短縮に有効な仮設工法等の提案能力【40点】
３）リスクを想定した現場管理における提案能力【20点】

＜R6国道４号毛長堀橋耐震補強他工事＞（関東地整） ＜国道161号新安曇川大橋耐震補強工事＞（近畿地整）



舗装修繕工事における技術提案・交渉方式の適用事例（北陸地方整備局）
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１．基本条件の整理
・舗装構成・修繕履歴
・舗装点検における損傷状況

２．現地確認（路面状態の確認）
・路盤以下に及ぶと思われる損傷の確認
（表層沈下、骨材剥離、沈下+亀甲状のひび、細粒分析出）

３．損傷範囲の推定
・基本条件、現地状況から損傷範囲と損傷している層の推定
・上記を踏まえた詳細調査の範囲・方法の提案

４．詳細調査の実施 １．詳細調査の協力（現場対応）
・交通規制・コア抜き等、現場施工が伴う調査の協力

５．詳細調査の特定と修繕設計の実施 ２．設計内容の確認・技術的な助言
・これまで得た情報から損傷範囲・損傷している層を特定 ・設計案に対する施工的な見地からの助言
・損傷している層を踏まえた修繕方法の提案・補修図作成

成果の納品 ３．施工計画作成・概算工事費算出

成果の納品

（価格交渉の実施）

（工事契約）

設計者（設計業務） 施工者（技術協力業務）

現場対応の協力

修繕工法等の提案・確認

○北陸地整において舗装修繕工事（２件）に技術提案・交渉方式を適用（分任官発注）
〇 「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（令和５年３月）」における、路面以下の損傷が「Ⅲ－２」と想定さ

れる箇所の措置について履歴確認を含め詳細調査を実施し、路盤以下の層の健全度を確認し、適切な修繕設計
に基づく措置を講ずる必要があるが、舗装修繕の知見が豊富な設計コンサルが少ないことから、同方式を試行的
に採用した
○また、舗装修繕設計に舗装業者の技術的な協力・助言を受けることで、設計者の育成にも期待

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ

※出典：公益社団法人 日本道路協会 アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧 概要

■技術提案
１）技術協力業務の実施に関する提案
２）損傷内容を的確に捉える計測方法の提案
３）路盤を含む道路打換え工事において交通規制を最小化する施工方法の提案

■詳細調査手法と対象とする層の概念



「参加者確認型随意契約方式」
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■公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律

〇改正品確法において、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等
について、発注者は、競争が存在しないことを確認した上で、随意契約によることができる旨が、「多様
な入札及び契約の方法」の節に追加された。
〇過年度には以下の内容で実施している。

公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律
（令和６年６月１９日公布・施行 ）

第二節 多様な入札及び契約の方法
（競争が存在しないことの確認による方式）
第二十一条

発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等
からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、
当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工
事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが
見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しな
いことを確認したときは、随意契約によることができる。

■参加者確認型契約方式」の試行（中部地方整備局）

・受発注者相互の入札契約手続きに係る負担軽減で一定の効果あり。
※受注者は、中長期的な受注を見込むことができるため、あらたな投資
(若手採用・資機材保有・新技術活用等)の誘発などの効果もある可能性。

・一方で、契約予定者以外の参加者表明があった場合、一般競争による
手続きに移行するため、改めて公告することで契約までに期間が長くなる。
（一般競争へ移行した場合を想定したスケジュール管理も必要）

・また、契約予定者が、経営上の課題等で受注意思が無くなった際に、
発注規模の見直しも含め、一般競争による手続きを実施する必要がある。
（作業体制の構築、特殊機材の操作等に熟練した技術者を確保した
建設業者が不在となり、不調・不落となる可能性も高い。）

■参加者確認型契約方式の課題

インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けるため、以下の喫緊の課題の解消に取り組む必要

公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律 概要
※公共工事の品質確保の促進に関する法律（H17法18）、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律（H12法127）及び測量法（S24法188）の改正

改正の概要

担い手確保
働き方改革・処遇改善の推進、適切な価格転嫁

地域建設業等の維持
適切な入札条件での発注、災害対応力の強化

生産性向上
新技術の活用促進、技術開発推進

これらの課題に対し、公共工事から取組を加速化・牽引することで、将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等を実現

背景・必要性

公共工事等の発注体制の強化

休日の確保の推進（基本理念・国・地方公共団体・受注者）
・国が実態を把握･公表し、施策の策定･実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
処遇改善の推進（国・発注者・受注者）
・労務費･賃金の支払実態を国が把握･公表し、施策を策定･実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止

※ スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
担い手確保のための環境整備（国・地方公共団体・受注者）
・担い手の中長期的な育成･確保に必要な措置※の実施

※ 訓練法人支援、学校と業界の連携、 外国人など多様な人材確保

・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価･運用の検討

・測量士等の確保（養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定） ・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等測量業の
担い手確保

２．地域建設業等の維持に向けた環境整備
適切な入札条件等での発注の推進（発注者）
・地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
災害対応力の強化（受注者・発注者）
・災害対応経験者による被害把握
・技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
・災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映

技術開発の推進（国）
・技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進

新技術の活用・脱炭素化の促進（基本理念・発注者）
・調査等や発注から維持管理までのICT活用（データの活用、データ引継等）

・脱炭素化の促進 ・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映

３．新技術の活用等による生産性向上

発注者への支援充実（国・地方公共団体）
・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握･助言
・維持管理を広域的に行うための連携体制構築

入札契約の適正化に係る実効確保（国）
・国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
・指針に即した措置の実施を発注者に助言･勧告

４．公共工事の発注体制の強化

１．担い手の確保のための働き方改革・処遇改善

令和6年6月19日公布・施行
（測量法改正の７年４月施行部分を除く。）



参加者確認型契約方式の適用事例（東北・九州地方整備局）
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〇機械設備、電気通信設備の修繕工事等を中心に、参加確認型契約方式の適用が増えている

阿武隈大堰機械設備修繕工事 令和４年度高橋排水機場ポンプ設備改造工事

工事内容 ： 阿武隈大堰５号ゲートにおける扉体水密ゴム交換、塗替
塗装、開閉装置修繕（機器取替）

本工事は、阿武隈大堰のゲート設備の修繕を行うものであり、堰を運
用しながら年度毎に１門ずつ修繕する計画（全１０門）であり、令和２年
度より本契約方式にて発注している。
•令和５年度まで本契約方式を行った結果、特定予定者以外の参加表
明者がいなかったため、随意契約に移行し契約締結に至っており、迅
速で円滑な実施体制の確保、発注手続き負担軽減が図られている

工事内容 ： 主原動機の増速改造、増速に伴う主ポンプの整備、減速
機及び主ポンプ制御盤の更新

本機場の設備は設置から２７年が経過し、設備の老朽化に伴う故障
発生リスクが増大。揚排水ポンプ設備等は、各メーカのノウハウでシス
テム構成され、一部機器修繕であってもシステム全体の信頼性に影響
がある。

これまでは、一般競争入札で実施していたが、修繕工事はその殆ど
が、既設メーカーの１者応札となっており、近年は不調不落も発生。迅
速で適確な修繕工事の実施体制を円滑に確保することを目的に試行

【減速機更新】 【ガスタービンエンジン整備】

【主ポンプ（インペラ）整備】【主ポンプ制御盤更新】



○令和２年度より、不調対策を主な目的とし、地域ブロックごとに道路と河川の多分野の修繕工事（除草や小規
模構造物等）で構成されるフレームワーク工事を実施

○競争参加者が少数と見込まれる工事を対象とし、公募により各ブロックの参加希望があった全者を、河川・道
路を問わず全工事に指名

○フレーム内の工事落札者は他工事の入札でも無効とせず（1抜け方式としない）、競争性を確保

参加・入札状況工事 （令和５年度）フレーム (令和5年度)

指名基準を満たした者を指名
４～５者参加
※フレーム内の工事落札者
は他の工事の入札も可能

令和５年度三隅・益田道路浜田地区外整備工事
R5.4.24公表
三隅・益田道路、高津川
ブロック（維持修繕工事）

令和５年度三隅・益田道路益田地区外整備工事

令和５年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事

令和５年度高津川整備工事

指名基準を満たした者を指名
４～５者参加
※フレーム内の工事落札者
は他の工事の入札も可能

令和５年度福光・浅利道路青波地区外整備工事
R5.4.24公表
福光・浅利道路、江の川
ブロック（維持修繕工事）

令和５年度江の川下流整備工事

令和５年度江の川川本整備工事

フレームワーク方式の適用事例（中国地方整備局）

ブロック毎の１～２件の手続
きで進められるので、契約事
務の軽減ができた

■適用効果

■中国地整フレームワークの特徴

R元年度に不調だった工事が、
R2年度以降フレームワークを
実施し、不調が起きていない

参加意思表明書と同種工事
施工実績のみで、資料作成
にかかる負担が少なく、参加へ
のハードルが低い

・道路と河川の異なる分野の修繕工事
を同一フレームワークとして発注

・フレーム内の工事落札者は他工事の
入札も可能（１抜け方式としない）

・参加に必要な書類は、参加意思表明
書と同種工事の施工実績のみ

→更なる不調不落対策、発注負担軽
減を図る

20



長期性能保証制度の概要

○ 「アスファルト舗装工事等における性能規定及び長期保証」については、施工中に加えて工事完了
後も一定期間、受注者の責任において、対象施設の品質規定を設定する。

○ 新設の舗装工事等において、「わだち掘れ量」及び「ひび割れ量」の指標値を設定し、一定期間経
過後の測定値により、達成出来なかった場合は機能回復措置等の義務を付した契約とする。

○ 保証を付すことにより、従前と同じ材料（コスト）で、一層丁寧な施工を心がけることにより、高い品質
を確保することが可能となり、維持管理費用の軽減に繋がる。

設計 工事 施設の管理施設整備の主な流れ

価格

評価

品質

評価

品質

評価

価格

評価

品質確認・

評価

入札・契約

※品質確保期間

（点検実施）

長期品質確保の考え方 短期 将来

これまでの
契約の考え方

完成検査

規定した値の
達成状況 インセンティブ

機能回復措置等
・保証金
・回復措置

将来にわたる
公共施設の
品質確保

・ 施設の長寿命化によるライフ

サイクルコストの低減

・施設の供用性・安全性向上・受注者技術

力の向上

・不良業者の排除

更
新

21
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資格審査 入札・契約

建
設
業
許
可
取
得

企
業
の
格
付
け
（
有
資
格
者
名
簿
）

入

札

契

約

公

告

入
札
参
加
要
件

監

督

検

査

一
定
期
間
後

指
標
値
の
測
定

施工

総合評価

価格
×

技術力

供
用
開
始

省力化

インセンティブの
付与

維持管理

■インセンティブ付与のイメージ

ひ
び
割
れ
率
（
％
）

わだち掘れ量（mm）

回復措置

保証金

長期保証達成

インセン

ティブ

多い少ない

少
な
い

多
い

長期保証制度導入にあたっての運用の改善

インセンティブの付与

一定期間後において、指標値を満足し長期保証を達成した工事の
うち、著しく達成効果が顕著な工事（企業）及び監理技術者等につ
いては、認定書又は表彰制度の創設等により評価する。

（例）
■評価に基づき、その後の入札・契約時の総合評価において、
加点するなどのインセンティブを付与
・同種工事の実績（企業・技術者）
・表彰の有無 等

R5.1.1６_維持管理部会部会資料



適用件数
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図 全国の長期保証適用工事件数の推移（令和４年度末時点）

長期保証制度を付した新設アスファルト工事の適用件数は、平成21年度以降で計861件。（令和４年度は44件）

保証期間※が満了した工事は、平成26年度以降で計462件。（密粒度舗装が171件、排水性舗装が292件）

図 保証期間満了工事件数の推移（令和４年度末時点）

※東北地整の排水性AsのみH29まで保証期間3年。それ以外は5年。

※ 「工事件数」は、施工中あるいは完成後の協議により、施工者の責によらない事象等により長期保証を免責（除外）する場合があるため、
調査時点で年度毎の件数に変動が生じる場合あり。



長期保証制度の導入による効果の検証

24

保証期間満了時（新設から5年後※）のわだち堀れ量及びひび割れ率の長期保証制度導入前後での比較で
は、平均値が減少し、標準偏差の幅が縮小。

長期保証制度導入により、舗装の性能が向上、品質の均一化に効果があるといえる。

図 新設から5年後のわだち掘れ量の制度導入前後の比較 図 新設から5年後のひび割れ率の制度導入前後の比較

保証期間満了時のわだち掘れ量の平均値は、
2.12mm減少

保証期間満了時のひび割れ率の平均値は、
0.５1％減少

※保証期間満了：404工事。東北地整の排水性はH29発注工事まで保証期間が3年のため除外
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制度導入後平均値

制度導入前標準偏差

制度導入後標準偏差

導入前よりばらつき減少

導入前より平均値減少

制度導入前 制度導入後 差
データ数 5,595 23,748 18,153
平均値(mm) 8.87 6.75 -2.12
標準偏差(mm) 4.43 2.46 -1.97

平成26～令和4年度 保証期間満了工事



長期保証制度のインセンティブ

長期保証優良施工者の認定とその取扱い

25

（左）出典：新設アスファルト舗装工事における長期保証試行工事の発注について（改正）

事務連絡 令和3年3月1日

（右）出典：「道路舗装の長期保証」実施要領（案）令和2年1月 北陸地方整備局



トンネル覆工コンクリートの長期保証制度の概要

制度の目的／保証項目／保証期間／保証基準

トンネル工事における長期保証制度（試行） [中国地方整備局]
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トンネル覆工コンクリートの長期保証制度の概要

制度の目的／保証項目／保証期間／保証基準

トンネル工事における長期保証制度（試行） [中国地方整備局]
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トンネル覆工コンクリートの長期保証制度の概要

制度の目的／保証項目／保証期間／保証基準

トンネル工事における長期保証制度（試行） [中国地方整備局]
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効果的な入札・契約方式の選定について



各入札契約方式の目的と効果

30

これまでの試行による効果目的方式

•品質保証期間の設定により、ライフサイクルコストの低減や安
全性の向上につながり、将来にわたる品質確保に寄与

•施設の長寿命化によるライフサイクルコストの低減
•施設の供用性・安全性向上・受注者技術力の向上①長期性能保証

•路面のサービス水準を確保する作業（ポットホールの穴埋め
等）は、受注者が自主判断でき、迅速でタイムリーな補修等の
実施が可能となった。同様に、自主判断によるため、作業指示
書、打合せ簿等の提出書類が半減した

•要求する性能（機能、水準）を中心とする内容の性能規定に改
めることにより、従来仕様（形、材質）にとらわれない新しい技
術の開発や多様な構造物の設計が可能となり、結果的に同一
機能の構造物の品質向上やコスト縮減をもたらすことが期待

•ノウハウや工夫を活かした、的確で効率的な執行
（サービス水準を確保していれば省力化も可）

•指示・協議等の書類作成や打合せに要する、労力・
時間の低減

•複数年度契約による計画的な執行（経営の安定化）
•請負者の自主管理による工事監督の効率化（削減）、
処理や対応の指示漏れリスクの低減（発注者）

②性能規定方式

•施工性の高い設計による手戻り防止や契約金額の改善を通し
た不調不落対策として一定の効果が見られる

•仕様や前提条件を確定できない維持修繕工事にお
いて、追加調査や協議により、リスクに対処の上、合
理的な施工を目的とする

③ECI
（技術提案・交渉方式）

•施工会社が設計に関与することで手戻りの防止や契約金額の
改善を通した不調不落対策として一定の効果が見られる

•迅速な施工に寄与

•施工性の高い設計と手戻りの防止
•施工実態にあった設計（変更）の実施④設計工事連携型

•路線ごとなど特性に応じて役割分担でき、作業効率が向上
•得意な作業分野を担当することで効率的な作業分担が可能
•人員確保が必要な場合、相互にフォローすることが可能

•地域の複数の建設企業の協同を促すことにより、施
工の効率化と必要な施工体制の安定的な確保を図
り、地域の維持管理が持続的に行われるよう、地域
維持事業の実施を目的とする

⑤地域維持型JV

•路線ごとなど特性に応じて役割分担でき、作業効率向上
•複数各社の人員や機械を確保できるため、効率的な作業が可
能となる

•協同して事業を行うことにより、中小事業者の経営の
合理化と取引条件を改善する⑥事業協同組合

•受発注者相互の入札手続きに係る作業負担軽減
•受注者は中長期的な受注を見込むことができるため、あらたな
投資（若手採用、資機材保有、新技術活用等）を誘発

•特殊な技術が必要となる工事（除雪作業・路面清掃
作業等）における、入札不調の回避⑦参加者確認型契約

•不調不落になる可能性が高い工事においても受注者を確保で
きるなど、不調不落対策として一定の効果あり

•直轄実績の少ない企業も参加が比較的容易
•受発注者の事務負担が軽減

•不調不落の回避、発注負担軽減・手続き期間の縮減⑧フレームワーク方式



効 果

方式 地域企業の
受注機会確保

迅速な
修繕
の対応

事務手続き
の効率化

不調不落
対策

高度な
修繕
の対応

長期的な
契約

維持管理
費用削減

維持水準の
向上

○○○①長期性能保証

○○○○○②性能規定方式

○○○
※考慮した場合

③ECI
（技術提案・交渉方
式）

○○△△
※考慮した場合

④設計工事連携型

○○○⑤地域維持型JV

○○○⑥事業協同組合

○○
※発注手続き

○○⑦参加者確認型随契

○○
※発注手続き

○△⑧フレームワーク方式

各入札契約方式の目的と効果
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効果的な入札契約方式の組み合わせ及び試行の実施

⑧フレーム
ワーク方
式

⑦参加者
確認型随
契

⑥事業協
同組合

⑤地域維
持型JV

④設計工
事連携型

③ECI
（技術提
案・交渉
方式）

②性能規
定方式

①長期性能
保証

方式

△
〇

（修繕工事の長
期保証検討中）

△△

〇
（修繕工事の
長期保証検討

中）

〇
（修繕工事の長
期保証検討中）

－①（舗装）長期性能保証

〇〇〇〇－－②性能規定方式

－－△△－
③ECI
（技術提案・交渉方式）

－－〇〇④設計工事連携型

〇〇－⑤地域維持型JV

〇〇⑥事業協同組合

－⑦参加者確認型随契

⑧フレームワーク方式

〇入札契約の方法や目的・効果応じ、効果的な組み合せ整理
〇今後地整での試行を進める
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③技術提案・交渉方式
④設計工事連携型
⑦参加者確認型随契
⑧フレームワーク方式
通常の一般競争入札
総合評価落札方式

維持管理の入札契約方式選定フロー案

スタート

標準的

〇維持管理の入札契約方式について、それぞれの目的・効果をふまえ選定フロー案を作成

仕様の確定が困難な
高度な修繕への対応

修繕工事の手戻りのリスク軽減

継続的な維持修繕(担い手確保)

効率的な発注による負担軽減

③技術提案・交渉方式

④設計工事連携型

⑦参加者確認型随契

⑧ フレームワーク方式

維持水準の向上
維持管理費用削減
長期的な契約

必要性大

標準的

標準的

③技術提案・交渉方式

④設計工事連携型

⑦参加者確認型随契

⑧フレームワーク方式

通常の一般競争入札
総合評価落札方式

通常の一般競争入札
総合評価落札方式

上記以外の一般的な維持修繕

必要性大

＋

地域や現場の課題を踏まえ
調達に関する入札契約方式を選択

以下の入札契約
方式を単独で実施

入札契約方式に加え⑤、⑥を組合せて実施

＋

入札契約方式に加え①または②を組合せて実施

※③④と②の組合せは想定されない

①長期性能保証
②性能規定方式

＋

入札契約方式に加え（①または②）、（⑤⑥）を組合せて実施

※③④と②の組合せは想定されない

＋

⑤地域維持型JV
⑥事業協同組合

地域企業等の活用
（担い手確保）

地域企業等の活用
（担い手確保）

③技術提案・交渉方式
④設計工事連携型
⑦参加者確認型随契
⑧フレームワーク方式
通常の一般競争入札
総合評価落札方式

①長期性能保証
②性能規定方式

③技術提案・交渉方式
④設計工事連携型
⑦参加者確認型随契
⑧フレームワーク方式
通常の一般競争入札
総合評価落札方式
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⑤地域維持型JV
⑥事業協同組合

必要性大


